
　コロナ禍において原油価格・物価高騰に直面する生活者の支援を目的として、市内でお使いい
ただける「とば市民応援券」を配布します。

対象者 	令和４年９月１日現在住民登録のあるかた
額　面 	１人あたり10,000 円（500 円券× 20 枚）

	

	�
	

	�
配付予定 	

10 月下旬から11月中旬までにお届けします。
※�簡易書留での配布になりますので、お届けが使用期間開始後に
なる場合があります。
※�ご不在の場合は不在票が投函されますので、保管期間内に郵便
局へ問い合わせのうえお受け取りください。
※�不在票に記載されている保管期限経過後については、市民課窓口（西庁舎1階）で受け取りができます。
　（午前 8時30 分～午後5時15分（土曜・日曜日、祝日を除く））
※連絡所での受け取りはできませんのでご注意ください。

使用期間 	11月５日（土）～令和５年１月15 日（日）
取扱店舗 	�応援券配布時に同封の取扱店一覧（9 月 30 日現在）をご覧ください。

	� 10 月1日以降に登録された取扱店は、鳥羽商工会議所のホームページ
でご確認ください。

注意点 	�盗難、紛失または滅失等再発行はできませんので、受け取り・保管には
十分ご注意ください。

	 使用期限を過ぎた応援券は使用できませんので、ご注意ください。
	 取扱店以外での応援券の使用はできませんので、ご注意ください。

専用券
鳥羽市に本社所在地がある

取扱店舗のみで使用できます
500円券  6枚
500円券  6枚

共通券
鳥羽市にある全ての取扱店舗

で使用できます

500円券 14枚
500円券 14枚 使用期間：令和４年11月5日 ～ 令和５年１月15日
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【本人来庁の場合】
・本人確認書類

【家族（世帯員および別世帯）来庁の場合】
・来庁者の本人確認書類

【代理人等来庁の場合】
・来庁者の本人確認書類　
・対象者との関係がわかる書類　

（例）相続人の場合、戸籍など

不在票に記載されている保管期限経過後の市民課窓口での受け取り手順

　市民課窓口にて申出書に記載いただき、下記書類をご提示ください。

※家族、代理人などの受け取りについては、事前に対象者からの委任または関係者の了解を得て、窓口へお越しください。

本人確認書類
※顔写真付きの公的書類１点（運転免許証、マイナンバーカードなど）
※�顔写真無しの公的書類の場合は２点（健康保険証、介護保険証、福祉医
療費受給資格証など）

市民課人権・市民交流係　  251126

とば市民応援券とば市民応援券を配布しますを配布します

専用券（鳥羽市に本社所在地がある
登録された取扱店で使用可能） 
3,000 円分（500 円券× 6 枚）

共通券 （鳥羽市にあるすべての登録さ
れた取扱店で使用可能）
7,000 円分（500 円券×14 枚）

〈金額内訳〉
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